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⑤　南側屋敷境石列及び排水施設

　（上）南側から排水施設及び南側屋敷境石列を望む（第 １期）写真上側に見える北側石材列までが一軒分の敷

地で、幅は約4.8ｍ、 ２つの境界に挟まれた範囲を焼土層が覆っている。

　（左）写真左側が排水施設及び南側屋敷境石列（第 １期、東から）右側の端に通り土間のたたきが見える。

　（右）写真左側の石材の直線部分を合わせるように並べられた石列（西から）その右側に土管を使用した排水

施設が設置されている。

　中央の町屋の敷地南側の境界を示す石列である。上辺の平な30㎝×30㎝程度の石材の北側を直線
状にそろえて並べることにより、南側の境界を示しているものと考えられる。現状では、北側が真
砂土交じりの土により20㎝程度嵩上げされているため、端部は隠れているが、本来石列の並ぶ高さ
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で境界があったものと考えられる。
　また、境界の石列南側に隣接して、直径15㎝程度の陶器製の土管が埋置してあり、道路等の雨水
処理のための施設であったものと考えられる。管の傾斜は道路面から敷地の奥に向かって低くなっ
ており、東西方向の敷地境に雨水等を集めて川に流す何らかの施設があったものと考えられる。

⑥　北側屋敷境石材列

（左）北側屋敷境石材列近景（第 １期、西から）石材の

上には根太の角材が炭化したものが残っている。

（右上）北側屋敷境石材列近景（拡張期、東から）根太

の角材が炭化したものがわずかに観察できる。

（右下）石材周辺のガラス片（第 １期、西から）石材の

北側のたたき面や溝、南側の炭化物や焼土層からたく

さんのガラス片が出土している。　
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　屋敷の北側の境を示す石材列である。約15㎝角の石材を直線状に並べたもので、この石材を基礎
にして屋敷の壁が立ち上がっている。石材上に根太の角材を敷き、そこに柱を建てて壁としてお
り、そのためその材木が炭化したものが第 １期分と拡張期分の石材列上から一か所づつ合計 ２か所
で確認されている。また、第 １ 期分の石材列周辺からは、相当数のガラス片が出土しており、壁
にあったガラス窓に使用されたものが、原子爆弾の爆風等により、割れて散乱したものと考えられ
る。ガラス片の分布状況は、全掘したのではないため明確ではないが、北側たたき面直上から出土
したものもあるため、後世の混入は考えられない。

⑦　天神町筋道路

　天神町筋道路面全景（拡張期、北から）

　天神町筋の道路面である。道路幅は側溝から約 ３ｍを測る。残存したアスファルトから推測すれ
ば、高さは側溝から東へ ２ mあたりで最も高くなり、側溝に向けて緩く傾斜しているように観察で
きる。後世の攪乱がほぼ全面で行われており、側溝から １ｍ程度の範囲を除いて、舗装のアスファ
ルトの残存状態は極めて悪い。特に、道路面の中央付近に直線状に行われた攪乱が大規模であり、
ある程度天神町筋の道路等を意識して行われていることから、どこかの時点での一時的な通路整備
のための掘削工事に伴うものの可能性も考えられる。
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⑧　天神町筋道路側溝

　（左）側溝全景（拡張期、北から）　（右上）側溝近景（拡張期、南から） ２ つの石材に挟まれた部分の中央を

窪ませている。　（右下）側溝南側部分（拡張期、南から）最初に敷かれたモルタルから東側の石材が抜き取

られているのがよくわかる。石材間のモルタルは ２重になっている。

　天神町筋の道路の西側側溝である。側溝は、まず西側の住居側に幅25㎝厚さ15㎝程度の幅広の石
材を置き、次にその東側に60㎝前後の幅で比較的荒い砂粒を含むモルタルを敷き詰め、前述した石
材から約30㎝間隔をとって15㎝角の石材を並べ、最終的に細かい砂粒を含んだモルタルを両方の石
材の間に流し込んで仕上げられている。仕上げのモルタルは、中央部をがわずか窪ませ、水が北か
ら南に緩やかに流れるように傾斜を調整しているようであった。
　現状では、南側の残存状態が極めて悪く、西側の石材の ２／ ３、東側の石材の ４／ ５程度が抜き
取られ、南側 １／ ３は後世の攪乱を受けていた。
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⑨　北隣町屋跡
　ａ）通り土間

　（左）北側隣家の通り土間（拡張期、北東から）　（右）北側隣家の通り土間（第 １期、西から）中央の溝を挟

んで、北側部分の残存状態が悪い。

　北側に隣接する町屋の玄関口から奥に向うための通り土間である。幅は、第１期調査で検出した奥側
の部分でたたきの幅で約1.2ｍ、高さは道路面から17㎝低い位置にある。奥側では、ほぼ中央あたりで南
に隣接する屋敷の通り土間と同様に幅30㎝、深さ15㎝程度のやや不整形な溝が確認されている。ただ、
玄関口に接続する部分には、たたきは確認できるが溝の存在については確認できていない。確認できた
通り土間の幅が25㎝程度であるため、溝は調査区外の北側に存在している可能性が考えられよう。

　ｂ）焼土層

　北側隣接家屋に伴う焼土層（拡張期、南から）石材列の手前が、中央の町屋敷地。

　北側に隣接する屋敷に伴う焼土層（上部中央部分）及び通り土間のたたき面（上部両端部分）で
ある。焼土層は、北側屋敷境の石材列から始まり、北側の屋敷地にむかって広がっていることが予
想されることから、純粋に隣接する屋敷に由来する焼土である可能性が高い。状況としては、中央
の町屋の焼土層が敷地内で完結しているのと同じ様相を示しており、同様な規模の木造家屋が北側
に隣接する敷地に建っていたとした場合、この家も屋根を支える構造材が瞬時に焼け落ち、真下に
屋根が落ちて倒壊した可能性が高い。
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⑩　攪乱坑
　ａ）屋敷地北側攪乱坑

　屋敷地北側攪乱坑（第 １期、南から）

　屋敷地北側の攪乱坑である。調査区北側の土層によると、公園整備の際の整地面から掘りこまれ
ており、公園整備に際して周辺の石材を集めて埋めるために掘られたものと考えられる。

　b）北側隣接屋敷地内攪乱坑

　北側隣接屋敷地の攪乱坑（第 １期、北西から）

　北側に隣接した屋敷地の奥庭と考えられる地点に位置する土坑である。瓦等の瓦礫の廃棄土坑と
考えられるが、北及び東側の壁面の土層からすれば、裏庭部分の地面から直接土坑が掘りこまれて
いることが分かる。また、南側の屋敷地で確認された焼土や瓦等の瓦礫がこの裏庭部分では確認で
きないため、この土坑については、被爆後あまり時を経ることなく焼土や瓦礫の整理を行った際に
掘りこまれたものである可能性が高い。
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（ ３）遺物
　ここでは、被爆遺構を検出する際に、確実に今回検出した被爆遺構に直接関係すると判断した物
のみを報告するものとする。遺物としては、北側屋敷境石材列西側周辺のたたき面、炭化物上、焼
土層上で出土したガラス片、焼土層の検出過程で出土した瓦類、釘類である。
①　ガラス片

　（左）北側隣接町屋通り土間たたき面直上出土ガラス片　（右）焼土層内出土ガラス片

②　瓦類

　（左）焼土層内出土丸瓦及び軒平瓦　強い熱を受けて赤変して

いる。一部、本瓦葺きの部分があった可能性が考えられる。

　（右）焼土層内出土瓦　被熱して赤変している。

③鉄釘類
　焼土層内からは、多くの丸釘〔洋釘〕に交じって、角釘
（和釘）も出土している。明治以後は丸釘が釘の主流であ
るため、角釘の使用された建物は、明治以前の建物であっ
た可能性が高い。
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4 　まとめ

　平和記念公園内において旧中島地区被爆遺構の展示整備することを目的として、第 １期及び拡張
期の ２回に分けて確認調査を実施した。その結果をまとめると以下の通りである。
　①当初予想された「天神町筋に面して立ち並ぶ狭い間口の町屋」を被爆遺構として確認するとい
う目的については、敷地の １／ ３程度を攪乱されていたとは言え、比較的保存状態のよい形で確認
できたと言えよう。今回確認した焼土層については、固く焼き締まった厚く堆積した焼土の中に被
熱して赤変した多量の瓦や炭化物・灰等を含んでおり、火災で倒壊した家屋の状態を保存状態良く
残していると考えられることから、被爆当時の状況を伝える被爆遺構として評価できよう。焼土層
の分布状況を見れば、分布が敷地内に収まっており、急激な熱を受けて家屋が炎上し、屋根が真下
に落下しているものと考えられ、当時の火災の凄まじさをよく伝えていると言えよう。
②「旧中島地区の人々の暮らしの痕跡をその場で直接見て肌で感じることのできるような」被爆遺
構が今回求められたわけであるが、前述した焼土層が十分に臨場感を持って当時の火災の凄まじさ
を物語っており、部分的に確認しえた畳敷きの座敷の存在は、当時の人々の生活の息吹を感じさせ
るものとして、その役割を果たしているものと言えよう。
③天神町筋の道路面については、舗装面の攪乱が著しく、保存状態がよいとは必ずしも言えない状
態ではあるが、北側の部分は道路から町屋に続く当時の風情が感じられ、展示に耐える状態である
と言えよう。
④江戸時代の絵図等から、この地域が古い町割を残していた地域であったことを考察したわけであ
るが、出土品に、本瓦葺きという古い形式の葺き方を予想させる瓦や、角釘という古い時期に建て
られた建物の存在を予想させるものが含まれており、江戸時代から続く城下町の歴史を強く感じさ
せてくれる場所としても、評価できよう。
　以上のように、今回確認した被爆遺構については、城下町としての人々の歴史がその暮らしと共
に一瞬にして断ち切られたことを物語るという意味でも深い意味を持ち、多くの人々に原爆投下の
非人道性を伝えるのにふさわしい場所であるということができよう。
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